
☆資材提供に協力頂いた福祉施設☆ 

〇ふくふく深作作業所（提供資材：ビニール袋の封入・銀のさら箸セット） 

（所在地）見沼区深作 3‐24‐2   （主な事業）受注作業・施設外就労（清掃等） 

〇ワークステーション つみ喜（提供資材：せんべい袋のラベル貼り） 

（所在地）見沼区大和田町 1‐1340    （主な事業）菓子梱包作業（せんべい等） 

〇仲良し作業所/ちひろ珈琲（提供資材：教材用ブロックの封入） 

（所在地）見沼区東大宮５‐47‐1    （主な事業）カフェ運営 受注作業  

☆今後の進路関係の行事のお知らせ☆ 
〇小学部保護者向け進路研修会（小低：12／４  小高：12／１ ） ※授業参観日と同日 

〇高等部 1 年生向け現場実習詳細資料の配布（10 月の個別面談時） 

〇茶話会（PTA 進路対策部主催）  〇PTA 主催 福祉施設見学会（希望者） 

   

 

 

☆高等部 1年生校内実習特集☆ 
高等部 1年生が９月８日（月）～１９日（金）の 2週間、校内実習を行いました。 

これは学校を作業所と見立て、校内で就労体験をするものです。３年目となり、地域や 

保護者の協力のもと、高等部 1年生の生徒たちが卒業後の進路決定に向け始動しました。 

高等部の生徒はこの校内実習で仕事の基本を習得します。ビジネスマナーや作業スキル、 

体力や集中力の重要性を体験的に理解していきます。保護者にも参観して頂き、今後の 

進路を考えていく上での実態を学校と共通理解することができたと思います。 

ここから始まる「進路選択」のスタートを良い形で切ることができました。 

協力頂いた地域の施設には提供資材の発注や業務内容の伝達指導などで大変お世話になり 

ました。今後も地域と学校を繋いでいく大事な機会としていきたいと思います。 

☆校内実習ハイライト☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜仕事は確認が大切＞      ＜集中力を意識＞  ＜仕事は正確に品質を意識＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 進路だより 
埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校  

進路指導部 

  令和７年 １０月１５日（水）第１８号 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [福祉施設に関わるワード] 

本校の９割以上の卒業生は 

「福祉施設」に進みます。 

 
障害福祉サービスは多様にありますが、学校の進路指導や現場実習を通じて卒業後の進路先

として決めていく進路先は「日中通所施設」となります。この福祉サービスは大きく分けると

就労移行支援、生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、自立訓練（生活訓練）の５

つに分けられます。今回はこれらのサービスの特徴についてお知らせします。 

 

就労移行支援 

・様々な障害のある方の一般企業への就職をサポートする日中通所型の福祉サービス。 

・原則２年間の利用期限。他サービス利用や企業への就労をしていくことができる。 

・就労に必要な職業スキルや社会性、基礎生活力を身につけるために、施設内で講座や職業訓練を受けた 

・就職活動のサポートとして適性に合った職場探しや実習、就職後の定着支援なども行う。 

自立訓練（生活訓練） 

・自立した日常生活や社会生活が送れるよう、社会生活能力の向上を目指した支援を行うサービス。 

・原則２年間の利用期限。衣食住に関わる生活能力、地域参加や社会的モラルルールの学習などが 

主なプログラム。その他、個々の課題に応じた支援を行う。 

・特別支援学校を卒業した若年層に対し、企業就労を目標に更なる学習や体験によって成長をさせたい 

ニーズが高まり、上記の就労移行支援と合わせた４年間のプログラムを実施する事業所も増えている。 

 生活介護 

・常時介護を必要とする人が安定した生活を営むために、主として施設にて食事、排泄などの介護のほか、 

創作活動や生産活動の機会を提供するサービス。利用期限はなく長期間支援を受けることができる。 

・毎年多くの卒業生が利用しているサービス。主な特徴は自宅と事業所間の送迎サービス。 

・活動内容は事業所ごと様々な内容になっており、送迎の範囲や活動内容で利用を決めると良い。 

就労継続支援 B 型サービス 

・雇用契約は結ばずに、事業所にて就労や生産活動の機会を提供するサービス。 

・一般企業への就労に必要な知識や能力、体力などを習得する。 

・業務は施設内での軽作業・自主製品作成から施設外での就労など事業所により多種多様。 

・選ぶポイントは業務内容（仕事）が合っていること、自主通所・送迎など通う方法があることなど。 

就労継続支援 A 型 

・利用者と福祉サービスを提供する事業者との間で雇用契約を結ぶ。この契約に基づき、事業所で 

就労の機会を提供する。雇用契約した就労によって一般企業に向けた知識や能力の向上を図る。 

・雇用契約を結ぶので、最低賃金（埼玉県の現在の時給額１,０７８円）が保障されます。 

・就労時間は４時間～５時間が一般的。雇用契約を結ぶため、求められる作業のレベルは一般就労と 

大きな差はない。仕事内容は施設内の軽作業と契約した企業にて作業する施設外での作業がある。 

・就労扱いとなるため、ハローワークの求職登録など手続きが必要。 

しんろワード

② 


